
空き家の解体をお考えの方へ

－鳴門市老朽危険空き家除却支援事業－

老朽化して危険な空き家を自ら除却（解体・撤去）する所有者等に対

し、除却費用の一部を補助します。

事業内容

• 鳴門市内の住宅（店舗・事務所等を除く）で、現に居住の用に供されていないもの

• 著しく老朽化していると認められるもの（不良度測定表による点数が100点以上

（200点満点）になるもの）

• 倒壊した場合、前面道路をふさぐ恐れのあるものや、隣地に悪影響を及ぼす恐れの

あるもの

• 申請者は建物または土地の所有者（または相続人）であること

• 鳴門市税の滞納が無いこと

• 空き家に所有権以外の権利（抵当権等）の設定がないこと

• 建設業法による許可または建設リサイクル法による登録を受けた市内の業者が工事

を請け負うこと

要件（全て満たしていること）

補助金の額は、補助対象経費の２／３（※）で限度額は以下のとおりです。

• 倒壊すれば前面道路をふさぐ恐れのあるもの…６０万円

• 上記以外で倒壊すれば隣地へ悪影響を及ぼす恐れのあるもの…３０万円

※ 補助対象経費とは、除却工事に要した費用（家財道具、機械、車両等および浄化槽等の地下埋設物は除

く）の８０％となります（国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費の８０％を上限）。

つまり実際の補助率は８０％の２／３なので約５３％となります。

補助金額

受付期間：平成３０年４月９日（月）～５月１１日（金）

募集戸数：１０戸程度（※）
※応募多数の場合は交付事務取扱要領に基づく選考によるものとします。

受付・戸数

【H30年度版】

• 建物を除却することにより、翌年度より土地にかかる固定資産税が増額になる場合

があります。

• 申請のおおまかな流れについては裏面をご覧ください。

• その他詳細については窓口（裏面）までお問い合わせください。

その他



【問い合わせ先】

〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170

鳴門市経済建設部まちづくり課 都市計画担当
TEL：（088）684-1171

FAX：（088）684-1343

E-mail：machizukuri@city.naruto.lg.jp

詳しくはウェブサイトもご覧ください

検索鳴門市 空き家

現地調査（立入調査）
• 職員による不良度測定等

• 後日、調査結果の報告

※ 調査は可能であれば立ち会いをお願いします。

事前相談
• 調査日の決定

• 調査同意書に記入、押印（当日でも可）

申請の流れ

申請者鳴門市

交付決定通知

業者選定・交付申請
• 計画書、見積書写し、平面図、写真など

※ この時点ではまだ業者との契約はできません。

請負契約締結・工事着手
※ 交付決定通知を受けてから、申請者と業者の２

者で契約をしてください。

完了報告
• 契約書写し、請求書・領収書写し、写真、マニ

フェスト写しなど

※ 工事完了後30日以内に報告してください。

補助金額確定通知

補助金請求
• 振込先口座の指定

※ 補助金の受け取りを施工業者に委任することも

可能です（受領委任払い制度）。

補助金支払

補助要件を満たす場合
※募集戸数を超える場合は選考を行います。

工 事 完 了 後

鳴門市

うずひめちゃん うずしおくん

募集期間

4/９

～5/1１

仮決定通知

5中旬～下旬

仮決定通知から

４カ月以内（ま

たは3/31の早い

日まで）に完了

報告

※期限内に完了

出来ない場合、

取消しさせてい

ただく場合があ

ります。

仮決定通知
※ 選考にもれた場合はキャンセル待ちとなります。


